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意見要旨

I.適合義務化の適用範囲について
1. 住宅への適用は慎重を期すべき

① 適合率は約６割にとどまる（大規模60%、中規模62%）…改善傾向にある
が、決して高水準ではない

② 消費税率の引上げと時期が重なる（2019.10～予定）…同時期の実施は
景気に悪影響を及ぼす懸念

③ 規模が小さく価格が低いほど追加的コストの割合が増加（＝逆進性を伴う）

2. 非住宅（中・小規模）への適用は「工期」が短い点を十分考慮した
ものとすべき
工期が短いテナントビルはテナント決定～竣工間に再計算～適合申請の
手続きが困難

II.その他、制度上の課題について
3. 住宅については「義務化」以外の柔軟な運用や手続きの簡素化等を
検討すべき
現行、不適合は一律着工禁止 …厳格な運用は、ライフスタイルの多様
化や住生活環境の改善に資する顧客ニーズ(※)に逆行 ※「ＬＤ拡大」
「床暖房」等は、部分的な増エネを伴う

4. 届出制度において民間審査機関の活用を検討すべき
所管行政庁の多数が「事務に多くの時間を要する」と課題認識 …他
方、ＢＥＬＳ認定や住宅性能表示制度等と連動した運用などは未検討

【意見要旨】 一般社団法人 不動産協会
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１－① 適合率

蓋然性の高い適合見通しが必要

用途・規模別適合率 平成27年度 平成28年度 平成29年度

建築物
（非住宅）

大規模 ９７％ ９８％ －（義務化）

中規模 ９４％ ９１％ ９１％

小規模 － ６９％ ７５％

住宅(※１)

大規模 ３６％（※２） ６０％ ６０％

中規模 ４４％（※２） ５７％ ６２％

小規模 ５１％（※２） ６０％ －

※１ 省エネ基準：外皮基準かつ一次エネ基準適合
外皮基準：全住戸がUA値かつηA値適合 一次エネ基準：建物1棟全体として一次エネ基準適合

※２ 平成２7年度は 外皮基準：全住戸がUA値かつηA値かつ一次エネ基準適合

出典：社会資本整備審議会第42回建築分科会及び第15回建築環境部会合同会議配布資料

住宅の適合率は約６割にとどまる …改善傾向にあるが、決して高水準ではない



・住宅への適用は、経済への影響や住宅取得者の負担増等に鑑み慎重に判断すべき
・仮に適用する場合でも、特に反動減が予想される時期の導入は回避すべき 4

１－② 消費税率の引上げ (2019年10月予定)

住宅市場の需要変動の平準化を図るとともに、経済波及
効果の高い住宅投資を活性化させるためには、十分かつ
総合的な対策が不可欠

住宅着工戸数指数の推移

シンクタンクの予測

我が国の経済は緩やかな回復を続けているが
世界情勢の不確実性により先行きは不透明
我が国経済へのマイナスの影響を回避し、持続的で力強
い成長を実現していくためには、東京オリンピック・パ
ラリンピック後に懸念される景気の落ち込みも見据え、
都市・地方ともにさらなる活性化を図ることが重要

≪前々回（1997年４月）前回（2014年４月）の消費
税率引上げ時は駆け込み需要とその反動減が発生≫

• 今回の引上げ幅は２％ですが、前回の３％引上げの経験を活
かし、あらゆる施策を総動員し、経済に影響を及ぼさないよ
う、全力で対応します。

• 第四に、消費税負担が大きく感じられる大型耐久消費財につ
いて、来年１０月１日以降の購入にメリットが出るように、
税制・予算措置を講じます。
自動車については、来年１０月１日以降に購入する自動車の
保有に係る税負担の軽減について検討を行い、今年末までに
結論を出していただけるよう、党に審議をお願いします。
同様に、住宅についても、来年１０月１日以降の購入等につ
いて、メリットが出るよう施策を準備します。

消費税率引上げとそれに伴う対応について（10月15日臨時閣議・総理発言要旨(抜粋)）

≪当協会の基本認識≫

≪消費税率引上げに伴う住宅取得への対応 (当協会税制改正要望(抜粋))≫

消費税率引上げに伴う負
担軽減が検討される中、
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１－③ 追加的コストの発生

追加的コストの低減策及びエンドユーザーの負担軽減策が必要

出典：住宅・建築物のエネルギー消費性能の
実態等に関する研究会 第６回配布資料

省エネ基準に適合させるために必要となる追加的コストは、建設費の約1.3～4.0％となり、
規模が大きいほど割合が小さい ⇒ 価格が低いほど負担割合が高まる（＝逆進性を伴う）

省エネ基準に適合させるために必要な追加的コストの試算例（住宅）
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【住宅への適用について・まとめ】

①適合率は約６割にとどまる（大規模60％、中規模62％）
…改善傾向にあるが、決して高水準ではない

②消費税率の引き上げと時期が重なる（2019.10～予定）
…同時期の実施は景気に悪影響を及ぼす懸念

③規模が小さく価格が低いほど追加的コストの割合が増加
（＝逆進性を伴う）

住宅への適用時期は、経済への
影響等を鑑み慎重に判断すべき

特に反動減が予想される時期の
導入は回避すべき

追加的コストの低減策及びエン
ドユーザーの負担軽減策が必要

蓋然性の高い適合見通しが必要

住宅への適用は
慎重を期すべき



２．非住宅（中・小規模）への適用について

非住宅（中・小規模）への適用については、工期が相対的に短い点を考慮すべき
「義務」化には手続きの簡素化が必須（申請書式・計算プログラムの簡素化等）

工期が短いテナントビルは義務化に伴う負担が大きい（数か月単位の工期延長が
必要となる場合あり）
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建築工程 ●着工 ●竣工

テナント募集 ●募集営業 ②テナント決定

テナント区画工事 ●設計説明会

建築工程 ●着工 ●竣工

テナント募集 ●募集営業 ②テナント決定

テナント区画工事 ●設計説明会

省エネ適合申請 ⑤省エネ計算 ⑥適合申請

考察

●テナント

工事完了

●テナント

工事完了

①準備
③設計

開始

④図面

FIX

●確認変更

　　　●下付

●テナント

工事着工

③設計

開始

④図面

FIX

●確認変更

　　　●下付

●テナント

工事着工

①準備

・中小規模の場合、テナント決定プロセスは概ね以下の流れとなる

　①着工と同時期からテナント募集を開始、②竣工半年前頃にテナントが内定、③内定後、テナントと調整の上、２~３か月程度でテナント工事用図面が完成

・適合義務が課されると、⑤省エネ計算、⑥適合申請の手続きが必要となるため、その分工期が延びることが想定される

■中小規模のテナントビルが適合義務の対象となった場合のシミュレーション

工期12か月の場合

義務

化後

現在

12 13 14 15 16 176 7 8 9 10 110 1 2 3 4 5

≪テナント 調整≫

≪テナント 調整≫



３．制度の運用について
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不適合は着工不可

≪現行≫

対象建築物の
類型を問わず

一律・厳格な
運用

【省エネ意識の反作用】不適合⇒再計算⇒再申請
といった手戻りを回避するため省エネ優先の結果

商品性を後退させる計画が増える虞れがある



３．制度の運用について

「義務化」以外の柔軟な運用を検討すべき

■当協会会員より寄せられた懸念・課題 (会員アンケート：2017.11)

他方、追加コストや部分的な
増エネを伴う

「ＬＤ拡大」「床暖房」等は
入居者の根強いニーズ
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制度の厳格な運用は、ライフスタイルの多様化や
良質な住環境を求める顧客ニーズに逆行する虞れ



４．適合申請・手続き等の課題
■所管行政庁の課題 ■関連する制度 （※民間第三者機関に事務委託）

既に機能している民間審査機関の活用を検討すべき

所管行政庁の多
数が「事務に多
くの時間を要す
る」と課題認識

他方、ＢＥ
ＬＳ認定や
住宅性能表
示制度等と
連動した運
用などは未
検討

審査の停滞は混乱に直結する可能性
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